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令和５年５月臨時会会議録 

 

 

令和５年５月１９日 金曜日 午前１０時００分開会 

議 長 佐 藤 卓 也     副議長 今 田 浩 徳 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   亀  井  博  人  議員 

  ３番   今  田  浩  徳  議員     ４番   鈴  木  啓  太  議員 

  ５番   坂  本  健 太 郎  議員     ６番   田  中     功  議員 

  ７番   山  科  春  美  議員     ８番   鈴  木  法  学  議員 

  ９番   辺  見  孝  太  議員    １０番   渡  部  正  七  議員 

 １１番   新  田  道  尋  議員    １２番   八  鍬  長  一  議員 

 １３番   伊  藤  健  一  議員    １４番   山  科  正  仁  議員 

 １５番   髙  橋  富 美 子  議員    １６番   佐  藤  卓  也  議員 

 １７番   小  野  周  一  議員    １８番   小  嶋  冨  弥  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

 欠 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 小 松   孝 

総 務 課 長 西 田 裕 子  総 合 政 策 課 長 川 又 秀 昭 

財 政 課 長 小 関   孝  税 務 課 長 津 藤 隆 浩 

教 育 長 高 野   博    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 山 科 雅 寛  総 務 主 査 笹 原 佳 子 

主 任 小 松 真 子  主 事 秋 葉 佑 太 
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議 事 日 程 

令和５年５月１９日 金曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 仮議席の指定 

日程第 ２ 議長選挙 

日程第 ３ 副議長選挙 

日程第 ４ 議席の指定 

日程第 ５ 会議録署名議員指名 

日程第 ６ 会期決定 

日程第 ７ 常任委員の選任 

日程第 ８ 議会運営委員の選任 

日程第 ９ 最上広域市町村圏事務組合議会議員の選挙 

日程第１０ 報告第３号新庄市市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認について 

日程第１１ 報告第４号新庄市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の

一部を改正する条例の専決処分の承認について 

日程第１２ 議案第３１号新庄市固定資産評価員の選任について 

日程第１３ 議案第３２号新庄市市税条例の一部を改正する条例について 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程に同じ 
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開      会 

 

 

新田道尋臨時議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいま紹介されました新田道尋です。 

  地方自治法第107条の規定により、臨時に議

長の職務を行いますので、よろしくお願い申し

上げます。不慣れでございますが、各議員の特

段の御協力をお願い申し上げます。 

  ただいまの出席議員は18名です。 

  これより令和５年５月新庄市議会臨時会を開

会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程によって進めます。 

 

 

日程第１仮議席の指定 

 

 

新田道尋臨時議長 日程第１仮議席の指定を行い

ます。 

  仮議席は、ただいま着席の議席を指定いたし

ます。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時０１分 休憩 

     午前１０時０２分 開議 

 

新田道尋臨時議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第２議長選挙 

 

 

新田道尋臨時議長 日程第２議長選挙を行います。 

  選挙は、投票により行います。 

  なお、投票の記載は、記載所で行っていただ

きます。 

  ここで議場の閉鎖を命じます。 

   （議場閉鎖） 

新田道尋臨時議長 ただいまの出席議員は18名で

あります。 

  投票用紙を配付いたします。 

   （投票用紙配付） 

新田道尋臨時議長 投票用紙の配付漏れはござい

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋臨時議長 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を改めさせます。 

   （投票箱点検） 

新田道尋臨時議長 異状なしと認めます。 

  念のために申し上げます。投票は単記無記名

であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載

の上、点呼に応じて順次投票願います。 

  事務局長に点呼を命じます。 

   （氏名点呼） 

   （各員投票） 

新田道尋臨時議長 投票漏れはございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋臨時議長 投票漏れなしと認めます。 

  議場の閉鎖を解きます。 

   （議場開鎖） 

新田道尋臨時議長 これより開票を行いますが、

会議規則第31条第２項の規定により、立会人に

今田浩徳さん、田中 功さん、渡部正七さんを

指名いたします。よって、３名の立会いをお願

いいたします。 

   （開 票） 

新田道尋臨時議長 選挙の結果を報告いたします。 

  投票総数  １８票 

  これは先ほどの出席議員数に符合しておりま

す。 

  そのうち有効投票  １８票 

      無効投票はありません。 
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  有効投票中 

      八 鍬 長 一 さん   ８票 

      佐 藤 卓 也 さん  １０票 

  以上のとおりであります。 

  この選挙の法定得票数は５票であります。よ

って、佐藤卓也さんが議長に当選されました。 

  当選された佐藤卓也さんが議場におられます

ので、本席から、会議規則第32条第２項の規定

によって告知します。 

  当選されました佐藤卓也さんに御挨拶をお願

いいたします。 

   （佐藤卓也議長登壇） 

佐藤卓也議長 このたびは、議長選において私に

信任をいただきまして誠にありがとうございま

す。 

  所信表明でも申したとおり、議員の皆様の声

を真摯に受け止め、公平公正な議会運営を行っ

ていきたいと思います。そのためにも皆様の御

協力、御理解を賜り、市民生活向上のために働

きたいと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

  本日は誠にありがとうございました。 

新田道尋臨時議長 臨時議長の役目は終わりまし

たので議長と交代しますが、当選されました佐

藤卓也さん、議長就任、誠におめでとうござい

ます。 

  皆様の御協力、誠にありがとうございました。 

  暫時休憩いたします。 

   （議長佐藤卓也君議長席に着く） 

 

     午前１０時２１分 休憩 

     午前１０時４３分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第３副議長選挙 

 

 

佐藤卓也議長 副議長選挙を行います。 

  選挙は、投票により行います。 

  なお、投票の記載は、記載所で行っていただ

きます。 

  ここで議場の閉鎖を命じます。 

   （議場閉鎖） 

佐藤卓也議長 ただいまの出席議員は18名であり

ます。 

  投票用紙を配付いたします。 

   （投票用紙配付） 

佐藤卓也議長 投票用紙の配付漏れはございませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を改めさせます。 

   （投票箱点検） 

佐藤卓也議長 異状なしと認めます。 

  念のため申し上げます。投票は単記無記名で

あります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の

上、点呼に応じて順次投票願います。 

  事務局長に点呼を命じます。 

   （氏名点呼） 

   （各員投票） 

佐藤卓也議長 投票漏れはございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 投票漏れなしと認めます。 

  議場の閉鎖を解きます。 

   （議場開鎖） 

佐藤卓也議長 これより開票を行いますが、会議

規則第31条第２項の規定により、立会人に今田

浩徳さん、田中 功さん、渡部正七さんを指名

いたします。よって、３名の立会いをお願いい

たします。 

   （開 票） 

佐藤卓也議長 選挙の結果を報告いたします。 

  投票総数  １８票 

  これは先ほどの出席議員数に符合いたしてお



- 5 - 

ります。 

  そのうち有効投票  １８票 

      無効投票はありません。 

  有効投票中 

      今 田 浩 徳 さん  １８票 

  以上のとおりであります。 

  この選挙の法定得票数は５票であります。よ

って、今田浩徳さんが副議長に当選されました。 

  当選された今田浩徳さんが議場におられます

ので、本席から、会議規則第32条第２項の規定

によって告知いたします。 

  当選された今田浩徳さんに御挨拶をお願いい

たします。 

   （今田浩徳副議長登壇） 

今田浩徳副議長 ただいま当選いたしました今田

浩徳です。 

  ３期目の挑戦というところであります。そし

てまた、このたび副議長という職を拝命いたし

ます。皆さんと共に議長を支えながら新庄市議

会がしっかり市民の負託を受けながら進められ

るよう応援したいと思いますし、自分自身も邁

進していきたいと思いますので、皆さん、改め

まして御協力のほどよろしくお願いします。 

佐藤卓也議長 当選された今田浩徳さん、副議長

就任おめでとうございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

 

日程第４議席の指定 

 

 

佐藤卓也議長 日程第４議席の指定を行います。 

  議席は、会議規則第４条第１項の規定により、

議長において指名いたします。 

  議員の氏名とその議席の番号を事務局長より

朗読させます。 

山科雅寛議会事務局長 それでは、申し上げます。 

   １番  佐 藤 悦 子 議員 

   ２番  亀 井 博 人 議員 

   ３番  今 田 浩 徳 議員 

   ４番  鈴 木 啓 太 議員 

   ５番  坂 本 健太郎 議員 

   ６番  田 中   功 議員 

   ７番  山 科 春 美 議員 

   ８番  鈴 木 法 学 議員 

   ９番  辺 見 孝 太 議員 

  １０番  渡 部 正 七 議員 

  １１番  新 田 道 尋 議員 

  １２番  八 鍬 長 一 議員 

  １３番  伊 藤 健 一 議員 

  １４番  山 科 正 仁 議員 

  １５番  髙 橋 富美子 議員 

  １６番  佐 藤 卓 也 議長 

  １７番  小 野 周 一 議員 

  １８番  小 嶋 冨 弥 議員 

  以上でございます。 

佐藤卓也議長 ただいま朗読いたしましたとおり、

議席を指定いたします。 

 

 

日程第５会議録署名議員指名 

 

 

佐藤卓也議長 日程第５会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より、議長において佐藤悦子さん、小嶋冨弥さ

んの両名を指名いたします。 

 

 

日程第６会 期 決 定 

 

 

佐藤卓也議長 日程第６会期の決定を議題といた

します。 

  このたびの臨時会の運営につきましては、議



- 6 - 

会運営委員会がまだ構成されておりませんので、

会派代表者会で協議していただきました。その

協議の結果について、会派代表者会から御報告

をお願いいたします。 

  会派代表者会座長八鍬長一さん、お願いいた

します。 

   （八鍬長一会派代表者会座長登壇） 

八鍬長一会派代表者会座長 それでは、会派代表

者会における協議の経過と結果について報告申

し上げます。 

  去る５月12日午前10時から、議員協議会室に

おいて各会派代表者３名出席の下、執行部から

副市長並びに関係課長、そして議会事務局職員

の出席の上、本日招集されました５月臨時会の

運営について協議をいたしたところであります。 

  初めに、執行部から招集日と提出議案等につ

いての説明を受け、協議を行った結果、会期に

つきましては、提出されます案件が報告２件、

議案２件のほか、役員の選任に関する事項であ

りますので、５月19日、本日１日限りとするこ

とに決定したところであります。 

  次に、案件の取扱いにつきましては、臨時会

でございますので、委員会への付託を省略し、

本会議で審議していただくことにいたしました。 

  また、議事の日程は、４件の案件に先立ち、

常任委員の選任などを行っていただきますよう、

会派代表者会で協議をいたしましたので、議長

よりよろしくお取り計らいくださいますようお

願い申し上げます。 

  以上、会派代表者会における協議の経過と結

果についての報告といたします。 

佐藤卓也議長 お諮りいたします。 

  今期臨時会の会期は、ただいま会派代表者会

の座長から報告のありましたとおり、本日１日

とすることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は本日１日と決定いたしました。 

  ただいまから10分間休憩いたします。 

 

     午前１１時０５分 休憩 

     午前１１時１５分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時１６分 休憩 

     午前１１時２５分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第７常任委員の選任 

 

 

佐藤卓也議長 日程第７常任委員の選任を行いま

す。 

  常任委員の選任については、委員会条例第８

条第１項の規定により、議長より指名いたしま

す。 

  総務文教常任委員に、 

    佐 藤 悦 子 さん 

    今 田 浩 徳 さん 

    坂 本 健太郎 さん 

    渡 部 正 七 さん 

    八 鍬 長 一 さん 

    山 科 正 仁 さん 

    佐 藤 卓 也 さん 

    小 野 周 一 さん 

    小 嶋 冨 弥 さん 

 の９名を、 

  産業厚生常任委員に、 

    亀 井 博 人 さん 

    鈴 木 啓 太 さん 

    田 中   功 さん 

    山 科 春 美 さん 
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    鈴 木 法 学 さん 

    辺 見 孝 太 さん 

    新 田 道 尋 さん 

    伊 藤 健 一 さん 

    髙 橋 富美子 さん 

 の９名を指名いたします。 

  これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました皆さんをそれぞれの

常任委員に選任することに決しました。 

  なお、この際お諮りいたします。 

  本議会では、議長の職にある者は常任委員を

辞任することを申し合わせておりますので、小

職は常任委員を辞任いたしたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議長の常任委員の辞任は許可されました。 

  それでは、これより各常任委員会の正副委員

長の互選をお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時２７分 休憩 

     午前１１時３７分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

正副委員長互選結果の報告 

 

 

佐藤卓也議長 それでは、各常任委員会の正副委

員長の互選の結果が議長の手元に参っておりま

すので、報告いたします。 

  総務文教常任委員会 

       委員長 山 科 正 仁 さん 

      副委員長 坂 本 健太郎 さん 

  産業厚生常任委員会 

       委員長 新 田 道 尋 さん 

      副委員長 山 科 春 美 さん 

  以上であります。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時３８分 休憩 

     午後 ０時０１分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第８議会運営委員の選任 

 

 

佐藤卓也議長 日程第８議会運営委員の選任を行

います。 

  議会運営委員の選任については、委員会条例

第８条第１項の規定により、議長より指名をい

たします。 

     坂 本 健太郎 さん 

     山 科 春 美 さん 

     渡 部 正 七 さん 

     八 鍬 長 一 さん 

     山 科 正 仁 さん 

     新 田 道 尋 さん 

  以上６名の皆さんを指名いたします。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました皆さんを議会運営委

員に選任することに決しました。 

  ただいまから１時まで休憩いたします。 

 

     午後０時０２分 休憩 

     午後１時００分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 
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  それでは、これより議会運営委員会の正副委

員長の互選をお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午後１時０１分 休憩 

     午後１時０９分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開します。 

 

 

正副委員長互選結果の報告 

 

 

佐藤卓也議長 それでは、正副委員長の互選の結

果が議長の手元に参っておりますので、報告い

たします。 

  議会運営委員会 

       委員長 八 鍬 長 一 さん 

      副委員長 山 科 正 仁 さん 

  以上であります。 

 

 

日程第９最上広域市町村圏事務組

合議会議員の選挙 

 

 

佐藤卓也議長 日程第９最上広域市町村圏事務組

合議会議員の選挙を行います。 

  お諮りいたします。 

  選挙の方法につきましては、地方自治法第

118条第２項の規定により指名推選にしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議長において指名することに決しました。 

  最上広域市町村圏事務組合議会議員に 

     坂 本 健太郎 さん 

     八 鍬 長 一 さん 

     小 嶋 冨 弥 さん 

 の３名を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議長において指名いたしました皆さ

んを当選人とすることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました３名が最上広域市町

村圏事務組合議会議員に当選されました。 

  ただいま当選されました皆さんが議場におら

れますので、本席から、会議規則第32条第２項

の規定により告知します。 

  なお、議長も組合規約により議員になります

ので、御了承をお願いいたします。 

  ここで職員の入替えがありますので暫時休憩

いたします。 

 

     午後１時１１分 休憩 

     午後１時１２分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開します。 

 

 

報告２件一括上程 

 

 

佐藤卓也議長 日程第10報告第３号新庄市市税条

例等の一部を改正する条例の専決処分の承認に

ついて及び日程第11報告第４号新庄市地域経済

牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除

に関する条例の一部を改正する条例の専決処分

の承認についての報告２件を会議規則第35条の

規定により一括議題としたいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第３号新庄市市税条例等の一部を改正する

条例の専決処分の承認について及び報告第４号
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新庄市地域経済牽引事業の促進のための固定資

産税の課税免除に関する条例の一部を改正する

条例の専決処分の承認についての報告２件を一

括議題とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 大変御苦労さまであります。 

  初議会に当たりまして議会の体制がそろい、

今後、様々な形で市勢発展に御尽力、御協力い

ただければありがたいと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

  それでは、報告第３号新庄市市税条例等の一

部を改正する条例の専決処分の承認について御

説明申し上げます。 

  地方税法等の一部を改正する法律及び地方税

法施行令の一部を改正する政令が３月31日に公

布され、４月１日から施行されることに伴い、

新庄市市税条例及び新庄市国民健康保険税条例

の改正につきまして、地方自治法第179条第１

項の規定に基づき、３月31日に専決処分を行い

ました。 

  主な改正の内容でありますが、固定資産税に

つきまして、マンションの長寿命化のための大

規模修繕工事を行った場合に税額を軽減する措

置を新たに実施するとともに、中小事業者など

が先端設備等導入計画に基づき生産性向上に資

する機械等を取得した場合に、当該機械等を取

得した翌年度から３年間に限り、固定資産税の

税額を２分の１に減額するものであります。 

  また、軽自動車税につきまして、電気自動車

等を取得した場合における軽自動車税の軽減の

期間を令和８年３月31日まで３年間延長するほ

か、必要な条文の整備を行うものであります。 

  さらに、国民健康保険税につきまして、後期

高齢者支援金課税額の限度額を現行の20万円か

ら22万円に引き上げるとともに、低所得者に対

する保険料の軽減措置のうち、５割軽減及び２

割軽減の所得要件を緩和するものであります。 

  施行日は令和５年４月１日といたします。 

  次に、報告第４号新庄市地域経済牽引事業の

促進のための固定資産税の課税免除に関する条

例の一部を改正する条例の専決処分の承認につ

いて御説明申し上げます。 

  離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は

不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定

める省令等の一部を改正する省令が３月31日に

公布され、４月１日に施行されたことに伴い、

新庄市地域経済牽引事業の促進のための固定資

産税の課税免除に関する条例の改正につきまし

て、地方自治法第179条第１項の規定に基づき、

３月31日に専決処分を行いました。 

  改正の内容といたしましては、本条例による

固定資産税の課税免除の対象となる事業者が、

県による地域経済牽引事業計画の同意を受ける

期限及び対象となる資産の取得期限を２年間延

長し、令和７年３月31日とするものであります。 

  ただいま御説明申し上げた件につきまして、

地方自治法第179条第３項の規定により御報告

いたしますので、御承認賜りますようお願い申

し上げます。 

佐藤卓也議長 ただいまの説明に対し、質疑に入

ります。 

  初めに、報告第３号新庄市市税条例等の一部

を改正する条例の専決処分の承認について質疑

に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第３号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  報告第３号新庄市市税条例等の一部を改正す

る条例の専決処分の承認については、これを承

認することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第３号は、これを承認することに決しまし

た。 

  次に、報告第４号新庄市地域経済牽引事業の

促進のための固定資産税の課税免除に関する条

例の一部を改正する条例の専決処分の承認につ

いて質疑に入ります。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 新庄市内において、こ

の固定資産税の課税免除を受けられる方、また

今まで受けていた方、どのようになるのか、具

体的にお願いします。 

津藤隆浩税務課長 議長、津藤隆浩。 

佐藤卓也議長 税務課長津藤隆浩さん。 

津藤隆浩税務課長 ただいま佐藤議員から質問の

あった件についてお答えいたします。 

  現在、この制度が延長になったことによって

令和５年度で対象となる事業所は１事業所とな

ります。直近の５年間で免除対象となった件数

につきましては、７件ほどございました。１年

度当たりで課税の減免となった金額は650万円

程度となっております。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 地域経済牽引事業促進

ということなんですが、どのような内容の事業

なのでしょうか。 

津藤隆浩税務課長 議長、津藤隆浩。 

佐藤卓也議長 税務課長津藤隆浩さん。 

津藤隆浩税務課長 ただいま御質問にあったこと

についてお答えいたします。 

  この条例は、地域経済牽引事業の促進による

地域の成長発展の基盤強化に関する法律で定め

る要件を満たした土地、家屋、構築物を取得し

た場合、その資産にかかる固定資産税を取得し

た翌年度から３年間に限り課税免除することで、

対象となる事業者を税制面で支援し、本市の地

域経済の促進を図ることを目的としております。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 地域経済の牽引事業に

なったという判断の要件というか、それはどう

いうことでしょうか。 

津藤隆浩税務課長 議長、津藤隆浩。 

佐藤卓也議長 税務課長津藤隆浩さん。 

津藤隆浩税務課長 ただいまの質問についてお答

えいたします。 

  国の基本方針に基づきまして、山形県が同意

基本計画を作成し、35市町村が同意した計画と

なっております。 

  新庄市におきましては、地域経済牽引事業計

画を事業所で作成するわけですけれども、そち

らに基づいた計画に基づいて設備導入等がされ

た場合に、減免対象とするものであります。 

  以上です。 

佐藤卓也議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 



- 11 - 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第４号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  報告第４号新庄市地域経済牽引事業の促進の

ための固定資産税の課税免除に関する条例の一

部を改正する条例の専決処分の承認については、

これを承認することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第４号は、これを承認することに決しまし

た。 

 

 

日程第１２議案第３１号新庄市固

定資産評価員の選任について 

 

 

佐藤卓也議長 日程第12議案第31号新庄市固定資

産評価員の選任についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第31号新庄市固定

資産評価員の選任について御説明申し上げます。 

  固定資産評価員は、固定資産を適正に評価し、

かつ市長が行う価格の決定を補助するという職

務の性格上、本市におきましては税務課長の職

にある者が最も適任であるとし、選任してきた

ところであります。 

  本年４月１日をもって津藤隆浩君を新たに税

務課長に任命しましたので、固定資産評価員に

選任するため、地方税法第404条第２項の規定

により、議会の同意を求めるものであります。 

  御審議いただき御同意くださるようお願い申

し上げます。 

佐藤卓也議長 ただいま説明のありました議案第

31号は、会議規則第37条第３項の規定により、

委員会への付託を省略したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第31号は委員会への付託を省略することに

決しました。 

  議案第31号は人事案件でありますので、質疑、

討論を省略して直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第31号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第31号新庄市固定資産評価員の選任につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第31号についてはこれに同意することに決

しました。 

 

 

日程第１３議案第３２号新庄市市

税条例の一部を改正する条例につ

いて 

 

 

佐藤卓也議長 日程第13議案第32号新庄市市税条

例の一部を改正する条例についてを議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第32号新庄市市税

条例の一部を改正する条例について御説明申し

上げます。 

  本案は、地方税法等の一部を改正する法律が
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令和５年７月１日から施行されることに伴い、

必要な改正を行うため提案するものであります。 

  主な改正の内容といたしましては、軽自動車

税につきまして、電動キックボード等の特定小

型原動機付自転車をナンバープレートの交付の

対象とし、令和６年度から課税の対象とするた

め、必要な改正を行うものであります。 

  施行日は令和５年７月１日といたします。 

  御審議いただき御決定くださいますようお願

い申し上げます。 

佐藤卓也議長 ただいま説明のありました議案第

32号は、会議規則第37条第３項の規定により、

委員会への付託を省略したいと思います。これ

に御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第32号は委員会への付託を省略することに

決しました。 

  ただいま説明のありました議案第32号につい

て質疑に入ります。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 電動式キックボードと

いうことで、７月からナンバープレートを取る

ようになり、軽自動車税を課すというお話でし

たが、その前に、今現在、市では何人ぐらい持

っておられるのか、こういう方々が誰が持って

いるかということを把握しておられるのか、お

願いします。 

津藤隆浩税務課長 議長、津藤隆浩。 

佐藤卓也議長 税務課長津藤隆浩さん。 

津藤隆浩税務課長 現在所有されている方がどれ

ほどあるかということは確認はできておりませ

んが、現在２件ほどの問合せが来ておりました。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） もし７月になって知ら

なかったということがあってはならないかもし

れないので、販売会社などに、買った人が分か

ると思うので、その人に丁寧に説明して、７月

からこういうふうになるからいろいろ準備お願

いしますと確実にしてもらわないと危ないかも

しれないというか、思うので、そういう点はど

うでしょうか。 

津藤隆浩税務課長 議長、津藤隆浩。 

佐藤卓也議長 税務課長津藤隆浩さん。 

津藤隆浩税務課長 所有者への周知につきまして

は、広報紙やホームページ等で、７月１日から

施行になるということを周知していきたいと考

えております。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） これ、ないと違反みた

いになってくることだろうと思うんです。そう

いう意味で、そうならないためにも、購入者を

特定して、あなた今度こういうことになるから

ぜひ取ってねみたいに丁寧に、申請受付だけで

なく、必ずお願いしますというふうにできない

んでしょうか。 

津藤隆浩税務課長 議長、津藤隆浩。 

佐藤卓也議長 税務課長津藤隆浩さん。 

津藤隆浩税務課長 先ほど申しましたように、周

知には努めてまいります。 

  なお、現在所有されている方については、販

売店等様々なところから購入されていることも

ありますので、特定することは難しいかと考え

ております。 

  以上です。 

佐藤卓也議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 
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   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第32号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第32号新庄市市税条例の一部を改正する

条例については、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第32号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

佐藤卓也議長 以上で今期臨時会の日程は全て終

了いたしましたので、閉会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後１時３１分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  佐 藤 卓 也 

 

   会議録署名議員  佐 藤 悦 子 

 

    〃    〃   小 嶋 冨 弥 

 


